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兵庫地域公害防止計画（概要）

計画の概要Ⅰ

１ 計画策定の趣旨
当地域の環境は、公害防止に関する諸施策の推進により、全般に長期的には改善
の傾向が見られるが、二酸化窒素の環境基準を達成していない測定局がある等、依
然として改善すべき課題が残されており、引き続き、総合的な公害防止対策を講じ
ていく必要がある。
このため、本計画は、環境への負荷をできる限り低減し、公害の早急な解決を図

、 、 、るとともに 公害の未然防止の徹底に努めることにより 地域住民の健康を保護し
生活環境を保全する計画として策定するものである。

２ 計画策定地域
「現に公害が著しく、かつ、総合的な施策を講じなければ公害の防止を図ること
が著しく困難な地域」について、計画を策定することとされており、今回、計画を
策定する地域は、神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、加古川市、宝塚市及び川西市
（７市）の区域とする。

３ 環境質の状況
長期的には改善傾向であるが、さらに改善を要する状況にある。
平成18年度に環境基準を超過した主な項目と地点は、次のとおりである。

(1) 大気汚染について
・二酸化窒素 自動車排出ガス測定局２２局中３局（尼崎市武庫川、伊丹市緑

が丘及び宝塚市栄町）で環境基準未達成

・浮遊粒子状物質 自動車排出ガス測定局１７局中１局（神戸市垂水）で環境
基準未達成
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(2) 水質汚濁について

・海域ＣＯＤ 大阪湾６水域中３水域で環境基準未達成

大阪湾（Ｂ類型）のＣＯＤの推移

・河川ＢＯＤ １５水域中１水域（猪名川下流）で環境基準未達成

COD:化学的酸素要求量、BOD：生物化学的酸素要求量

(3) 騒音について

・自動車騒音 １２１地点中５８地点（全７市）で環境基準未達成

・新幹線鉄道騒音 ３２地点中１６地点（神戸市、尼崎市、伊丹市及び加古川

市）で環境基準未達成

４ 計画の目標

環境基準の達成を目標とし、平成２２年度末を目途に達成されるように努める。

５ 計画の主要課題

(1) 交通公害

国道４３号をはじめとする大気汚染及び騒音の著しい道路沿道や山陽新幹線鉄

道沿線における交通公害の防止を図る。

(2) 大阪湾の水質汚濁

大阪湾のＣＯＤに係る水質汚濁、窒素及びりんによる富栄養化の防止を図る。

６ 計画の期間

平成１９年度から平成２２年度までの４年間とする。
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Ⅱ 公害防止施策

目標達成のため、主要課題への対策を実施するとともに、その他の大気汚染対策、

水質汚濁対策、化学物質対策等各種の公害防止施策を実施する。

１ 交通公害への対応

国道４３号をはじめとする大気汚染及び騒音の著しい道路沿道における交通公害

の防止を図るため、低公害車の普及促進や阪神東南部地域における「環境の保全と

創造に関する条例」に基づくディーゼル自動車等運行規制の実施など自動車交通公

害対策を実施する。

、 、 。また 山陽新幹線鉄道沿線では 車両改良や防音壁の設置等騒音対策を実施する

自動車単体対策 自動車排出ガス規制の強化
最新規制適合車への転換促進

車種規制等の実施 自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく
自 車種規制の円滑な実施

環境の保全と創造に関する条例に基づく
動 ディーゼル自動車等運行規制の実施

車 低公害車及び低排出ガス車の100万台普及
低公害車の普及促進 公用車への率先導入

交 事業者指導及び導入支援
ＤＰＦ装置等の普及

通
共同輸配送貨物自動車の効率的運行の促進
適正な輸送機関の選択と物流拠点の整備の促進公
公共交通機関の利便性の向上交通需要の調整・低減
新交通管理システム（ＵＴＭＳ）の推進害
ＴＤＭ施策(交通需要マネジメント施策)の推進

対
交通流対策の推進 道路ネットワークの整備

策 交通円滑化のための道路改良等
交通流の分散（阪神高速湾岸線の活用等）

エコドライブ運動普及啓発活動の推進
低公害車等の普及啓発
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２ 大阪湾の水質汚濁への対応
、 、大阪湾のＣＯＤに係る水質汚濁 窒素及びりんによる富栄養化の防止を図るため

第６次水質総量削減計画に基づき、下水道等生活排水処理施設の整備や事業者への

指導等水質汚濁対策を実施する。また、藻場・干潟等の浅場の整備などを目指す瀬

戸内再生の取組を進める。

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可

水質汚濁防止法に基づく排水基準の遵守徹底

大

阪 生活排水処理 下水道の整備、高度処理の導入

湾 施設の整備等 その他の生活排水処理施設の整備等

の 水質総量規制 総量規制基準による規制・指導

水 第６次水質総量 基準の遵守

質 削減計画の推進 小規模排水対 小規模事業場等の指導

汚 策の指導等 畜産排水対策等

濁 環境学習・教育、啓発

対 監視体制の整備

策 失われた良好な環境の回復・創造の推進

しゅんせつ、覆砂の推進

流出油対策

Ⅲ 計画の効果的実施

１ 計画の推進体制と各主体の連携
、 、計画の推進に当たっては 県の関係部局や関連する市等からなる推進体制により

計画推進主体間の連携を図るとともに、相互協力体制の強化に努め、計画の効果的

な実施を図る。

２ 経費の概要
本計画に基づく平成19年度から平成22年度までの４年間に要する費用は、事業者

が事業活動による公害を防止するために要する経費が約642億円、地方公共団体等

が主体となって講じる措置に要する経費は、公害対策事業約805億円、公害関連事

業約691億円と見込まれる。

３ 計画の進捗状況の点検
施策の進捗状況及び環境の状況等を把握するため、毎年度の状況調査を実施して

問題点・課題を抽出し、施策の効果的な実施に向けて改善を図る。

また、計画終了時において最終報告を行い、適切な進行管理とともに明確な分析

評価を実施する。


